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Thepracticeofterminalcarenursingadvocacy
forelderlyat-homepatients：

Factorsthatthreateningpatientrightsandbenefits，andmethods
forunderstandingpatientpreferences

KimiyoNanke，TeruyoIwamoto，MisaoArimatsu，ToshikoMorita

Purpose：Toexaminethepracticeofterminalcarenursingadvocacyforelderlyaｔ－ｈｏｍｅｐａ‐

tientsbyidentifyingthefactorsthatthreatentheirpatientrightsandthemethodsbywhich

visitingnursesunderstandpatientpreferences・

Methods：Twenty-fivevisitingnursesselectedfromavisitingnursestationinPrefectureA

withexperienceincaringforelderlyat-hometerminalcarepatientsparticipatedinthisstudy，

Datawasgatheredusingsemi-structuredinterviewsthatfocusedonthenursespracticeofad-

vocacyandwereanalyzedqualitatively．

ResultsandDiscussion：ＬＴｈｅｒｉｇｈｔｓａｎｄｂｅｎｅｆｉｔｓｏｆｅｌｄｅｒｌｙat-hometerminalcarepatients

werethreatenedbythefollowingfactors：progressionofsymptomsthatthreatenpatient'ｓａｔ－
“

homelifestyle"，“physicalpainaccompanyingprogressionofsymptolns，uncertainnursing
l，G6

skills"，‘`caregiverambivalence，，，“conditionsunderwhichpatient1struedesiresaredifficultto

understand，，，‘`patientpreferencesthatareinfluencedbyfamilycircumstances'，，‘`patientand

familymemberswhoareunabletoconveytheirdesirestotheirphysician，，，“healthcarepro‐

fessionalswhohavelittleinterestintheirpatientisfuture，，，“aninadequateat-homehospice
ll

system"，ａｎｄ“uncertainskillsandresourcesofvisitingnurses、

２．Visitingnursesusedthefollowingmethodstounderstandthepreferencesofelderlyat-

hometerminalcarepatients:ｍｆｏｓｔｅｒａｒｅlationshipoftrustwiththepatient，'，’'deepenunder-

standingofpatienti','ideterminethetruewishesofthepatient1V'refinetheirabilitytounder-

standandaccepteachindividualm・

Theaboveresultssuggestthattherｅｉｓａｎｅｅｄｆｏｒｖｉｓｉｔｉｎｇｎｕｒｓｅｓｔｏｉｎｔeractwithpatientsas

humanbeings；toacceptandunderstandpatientsfully，includingthelivestheyledpriorto

terminalcare；tograsppatientpreferenceswithattentiontotheircircumstancesandcondi-

tions；ａｎｄｏｎｔｈａｔｂａｓｉｓｆｏｒｔｈｅｖｉｓｉｔｉｎｇｎｕrsestoworktowardthefulfillmentoftheneeds

offamilies，physicians，ａｎｄａｔ－ｈｏｍｅhospicesystemsusingsymptommanagementandpainre-

liefskills，familyassessmentskills，andcommunicationskillsforinteractingwithphysicians

andotherprofessionals．

ＫＣ〃Iuo7ds：ｈｏｍｅcare，terminalcare，elderly，nursingadvocacy，nursingethics
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Ｉ．はじめに と責任が求められている中、看護におけるアドボ

カシーについて、定義や必要性、看護師が行うこ

との独自性、看護アドボカシーの行為・方法等７１

の早急な確立が必要と言えるだろう。

ところで、医療費高騰に伴う在院日数の短縮化

や在宅医療の推進という国の施策もあり、在宅療

養生活を送る,患者は増えてきている。その一方で

は、在宅における高齢者虐待の報告も見られるよ

うになっており８１'、在宅という患者と家族の閉鎖

されがちな環境において、`患者の権利を守ること

は重要な課題であり,患者の権利擁護者として訪問

看護師が果たさなければならない責務でもある。

そこで本研究では、在宅看護の中でも特にター

ミナルケアに焦点を当て、ターミナル期にある在

宅高齢者の権利や利益が脅かされやすい状況や、

`患者の意思決定の支援に欠かすことの出来ない患

者の意思の把握を、訪問看護師がどのように行っ

ているかを明らかにし、看護アドボカシー実践に

ついて示唆を得ることを目的とする。

尚、本研究では、「看護アドポカシー」とは看

護師による患者の権利擁護であり、`患者の尊厳や

意思決定、関心やニーズを尊重すること、あるい

は尊重されるように活動すること、と定義した。

また、「ターミナル期」とは、死亡までの６ヶ月

間とし、「高齢者」とは満60歳以上とした。

近年、医療が高度化し患者の権利意識が高まる

中、国際看護師協会（ICN）の「ICN看護師の倫

理綱領」には「看護師には、生きる権利、尊厳を

保つ権利、そして敬意のこもった対応を受ける権

利などの人権を尊重することが、その本質として

備わっているＪ１と看護師の権利擁護者としての

立場が明確に記されている。日本看護協会も2003

年の「看護者の倫理綱領」の改定において、「看

護者は人間の生命ｗ人間としての尊厳及び権利を

尊重する」「看護者は、人々の知る権利及び自己

決定の権利を尊重し、その権利を擁護する」２１と

看護職の権利擁護者としての役割を明示し、看護

職が患者の権利擁護者（advocate；アドポケイト）

としてその責任を果たすことを強調している。

「advocacy；アドポカシー」は障害者の家族

など市民による人権擁護運動として始まり‘'1990

年代から患者の権利意識の高まりとともに日本で

も用いられるようになった言葉である'１。日本で

は「権利擁護」や「代弁」という訳があてられる

ことが多いが、看護における意味合いについては

現在もなお議論の途上にある５１。サラＴ・フライ

は看護におけるアドポカシーモデルを、‘患者の人

権や道徳的権利の仲介役である「権利擁護モデル｣、

患者がニーズや関心、選択について話せるよう支

援するという「価値決定モデル｣、，患者の人とし

ての尊厳やプライバシーを尊重する「人として尊

重するモデル」という３つのモデルから説明しい、

ネルソンは、個人の法的権利とされるものに対す

る擁護である「法的擁護｣、患者の価値を支援し

保護する「道徳的一倫理的擁護｣、‘患者に代わっ

て利益を保護する発言や行為を行う「代理的擁護｣、

社会正義のために「適切」なものへ改善する行為

である「社会的（政治的）擁護｣、道徳的一倫理

的擁護に含まれる精神的慰めや相談という「精神

的擁護」というモデルから説明している71。この

ようにアドポカシーについての概念は広く複雑で

あるが、患者の権利擁護者として看護職への期待

Ⅱ、研究方法

１．対象

Ａ県にある訪問看護ステーションに勤務する、

14施設の32名の訪問看護師のうち、６０歳以上のター

ミナル期にある在宅高齢者の権利や利益が脅かさ

れやすい状況や患者の意思を把握する方法につい

て語った、１２施設の25名の訪問看護師を分析対象

としたF，

２．調査方法

平成17年９月から１２月にかけて、半構成的面接

を実施した。質問内容は、対象者の基本属性、着
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護アドポカシーという概念の認識、ターミナル期

にある在宅高齢者へのケアにおける看護アドポカ

シー実践の体験について、アドポケイトとしての

役割に関する意見等である。面接時間は30分から

40分であり、面接は訪問看護ステーションの一室

で行った。面接内容は対象者の許可を得てテープ

に録音した。許可が得られなかった場合は面接後、

ノートに詳細に記録した。

しないこと、研究への参加は自由意志で決められ、

不参加および中断しても不利益を被ることはない

ことを説明した。

Ⅲ、結果

１．対象者の所属施設の概要および対象者の属性

対象者が所属する訪問看護ステーションは、常

勤の訪問看護師が２～６名、非常勤の訪問看護師

が０～８名の施設であった（表ｌ）。次に対象で

ある訪問看護師の属性を表2に示した。平均年齢

は426士6.9歳で、医療施設での平均勤務年数は

160±８２年であった｡訪問看護ステーション部門

での平均勤務年数は５２±3.3年であり、これまで

に経験した在宅高齢ターミナルケアの事例数は１０

例未満が12人（48.0％）ともっとも多かったが、

1～100例と差が大きかった。

これらの結果から、今回分析対象となった訪問

看護師は医療施設において十分な臨床経験を積ん

だ後、在宅看護に従事している人たちであるが、

在宅看護でのターミナルケアの体`験にはかなりの

机違がある人たちと考えられた。

３．分析方法

面接によって得られたデータから逐語録を作成

した。次に逐語録を読み込み、訪問看護師の看護

アドポカシー実践の体験の中から、患者の権利や

利益が脅かされている状況および,患者の意思を把

握する方法が語られている場面を抽出し、意味を

損なわないように要約しこれを小カテゴリーとし

た。小カテゴリーの意味内容を類似性により分類

し徐々に抽象度を高めながらカテゴリー化を進め、

中カテゴリー、大カテゴリーを形成した。次に患

者の権利や利益を脅かしている状況と患者の意思

を把握する方法から、ターミナル期にある在宅高

齢者へのケアにおける看護アドポカシー実践に向

けての訪問看護師の活動を検討した。

分析にあたっては、研究者間で意見が一致する

まで数回の討議を重ね信頼性を高めた。

２．ターミナル期にある在宅高齢者の権利や利益

が脅かされやすい状況

訪問看護師の語りの中に含まれた、ターミナル

期にある在宅高齢者の事例数は31事例であった

(表３)。３１事例中20事例（645％）は男性患者で、

多くが肝臓がんや前立腺がんなどの悪性疾患であっ

た。他に心疾患や筋萎縮性側策硬化症、脳腫瘍、

表１対象者の所属施設の概要

看護職員数 月平均訪問看護

施設名常勤(人）非常勤(人）件数(件）

４．倫理的配慮

熊本大学医学薬学研究部倫理審査委員会に倫理

審査申請を行い、承認を受けた。承認にもとづき、

まず、Ａ県内にある訪問看護ステーションの管理

者に対し研究の主旨および方法について口頭およ

び文書で説明し署名にて同意を得た。その後、ター

ミナル期にある在宅高齢者の看護体験がある訪問

看護師を推薦してもらった。そして、訪問看護師

に対しても同様に研究の主旨および方法を口頭お

よび文書で説明し署名にて同意を得た。研究協力

の依頼にあたっては、対象施設および対象者、体

験として語られる訪問看護ステーション利用者の

匿名性を保障し、データは研究目的以外には使用
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表２対象者の属性

在宅ターミナルケア訪問看護従事医療機関での
経験事例数(事例）年数(年）勤務年数(年）
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表３訪問看護師の語りに含まれた事「

年齢 性月 病名 主たる介護者

男性 老衰 家＃１ 9６献
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表４ターミナル期にある在宅高齢者の権利や利益が脅かされやすい状況

暇ＥＣ ｣圃師1Jや1文P

老衰の事例も語られていた。

これらの事例の看護体験から述べられた、ター

ミナル期にある在宅高齢者の権利や利益が脅かさ

れやすい状況は表４に示すように、【在宅での生

活維持を脅かす病状の進行】【病状進行に伴う身

体的苦痛】【介護者の不確かな介護力】【介護者

の揺れ動く気持ち】【患者の真意が掴みにくい状

況】【家族の状況に影響される患者の意思】【医

師に思いを伝えられない患者や家族】【患者の今

後に関心が薄い医療従事者】【不十分な在宅ホス

ピス体制】【訪問看護師の不確かな能力や資質】

の10の大カテゴリーから構成されていた。

【在宅での生活維持を脅かす病状の進行】は

《意に反した医療処置を必要とするほどの症状の

進行》《在宅療養の継続を脅かすほどの症状の進

行》《患者が希望する日常生活動作と症状とのア

ンバランス》であり、次第に病状が進行し、経口

だけでは充分な栄養摂取が困難になってきたにも

関わらず点滴を拒否する患者と点滴などの医療処

置や入院して医療処置を勧める医療者や動くこと

に困難を来たすようになってもトイレでの排泄を

希望する患者の様子が語られていた。

【病状進行に伴う身体的苦痛】は《不十分な痙

痛コントロール》《病状進行に伴う身体的苦痛》

であり、痛みのコントロールが不十分であるため

医療者に対して不信感を持つ患者の様子や痛みを

我慢している,患者、病状の進行に伴って倦怠感な

どの身体的苦痛が出現してきた患者の苦痛が語ら

れていた。

【介護者の不確かな介護力】は《状態悪化に伴

う介護者への介護負担の増加》《家族間の意見や

思いのずれ》《介護力の不足》《介護者の患者に

対する関心の不足》《介護を最優先できない家族

の事情》であり、病状の進行とともにそれまで患

者自身でやれていたことが出来なくなったがそれ

まで介護をしたことがないため戸惑っている家族

－１０１－
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の様子や患者の意思が確認できないため家族それ

ぞれが自分の思いで介護をしようとしている状況

が語られていた。さらに、介護に対する知識や技

術が不足している家族や`患者の思いを察知するこ

とのできない家族に介護されている状況やそれま

で`患者の思いをよく理解し介護の中心を担ってき

た人が何らかの事情で介護できなくなり、新たな

介護人へと交代せざるを得ない状況などが語られ

ていた。

【介護者の揺れ動く気持ち】は《状態悪化に伴

う家族の気持ちの揺れ》《現実の受け入れが困難

な家族》《患者と家族を取り巻く周洲の人々の不

理解による家族の葛藤》《患者の意思に添うこと

のできない家族や親族の事情》であり、症状が悪

化し衰弱が進んだり苦痛を訴える患者を家庭で看

ることや緊急時の対応に不安を感じ、入院や医療

処置を望むようになった家族による介護の状況や

急激な発症や進行に気持ちがついていかず`患者が

ターミナル期であることを受け入れることが出来

ない家族による介護の状況が語られていた。また

,患者の意思に沿って介護をしているものの近所や

親戚の人たちからの意見によって気持ちが揺らぎ

ながら介護している家族や親戚の結婚式等の事情

で`患者が希望しない入院を選択せざるを得なかっ

た家族の状況が語られていた。

【患者の真意が掴みにくい状況】は《状態悪化

に伴う意思表示の困難》《認知症による意思疎通

の困難》《訴えの少ない患者》《患者に関する情

報が不十分な状況からの関Ｉ)の剛fT》であり、病

状の進行により意識レベルが低下してきたために

,患者の意思を確認しながらの介護や看護をするこ

とが難しくなり、患者の意思というより家族の意

思に沿って看護をおこなっていることや認知症が

強く患者の真意を周囲の者が掴むことが困難であ

る状況の中、迷いながら看護をおこなっているこ

と、訴えることをせず我慢している`患者の状況が

語られていた。また訪問看護ステーションへ訪問

看護の依頼が来るときには話すことが出来ないほ

どの状態になっており、患者に直接意思の確認を

することがIjN難であることや入院先からのサマリー

が遅くなかなか患者についての情報が届かないと

いう医療施設から在宅医療への移行に伴う問題に

関連する状況も語られていた。

【家族の状況に影響される患者の意思】は《患

者と家族間の意見や思いのずれ》《家族の負担を

考えての意思決定》であり、患者の希望と家族の

希望が異なっている場合や、家族や子どもたちへ

掛かる迷惑や負担を考えて自分たちの真意とは異

なる決定をしてしまう患者や介護者である配偶者

の状況が語られていた。

【医師に思いを伝えられない患者や家族】は

《患者や家族の医師に対する遠慮》《医師の方針

に逆らえない患者や家族》であり、医師に対して

質問したり自分たちの思いを伝えることができな

い患者や家族の状況や訪問看護師の意見よりも医師

の意見を優先する患者や家族の状況が語られていた。

【患者の今後に関心が薄い医療従事者】は《在

宅療養体制を整えないままの在宅療養への移行》

《自分の価仙観で方針決定する医師》《患者や家

族への関心が薄い医師》《緩和ケアに対する準備

が不十分な医師による在宅診療》であり、今後病

状が進行することがわかっているにも拘らず往診

医や訪問看護ステーションとの連携をつけないま

まに退院へと持っていく医療従事者や緩和ケアよ

りも放射線治療や化学療法など自分の専門性にこ

だわって今後の治療方針を決めようとする医療従

事者の状況が語られていた。また、病状や治療、

今後の見通しについて充分な説明をしなかったり、

病状や今後の見通しなどに関する患者や家族の理

解を把握していない医師や`患者の状況よりも自分

の都合で動こうとする医師、麻薬取り扱い免許を

持たないにも関わらずターミナル期の,患者を診て

いる医師の状況が語られていた。

【不十分な在宅ホスピス体制】は《経済状態に

左右される在宅療養生活》《独居では維持するこ

とが困難な在宅療養生活》《医師の往診体制が不

十分な状態での在宅療養生活》であり、様々なサー

ビスを利11]したくても経済的事情で利用を断念せ
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在宅高齢者ターミナルケアにおける看護アドポカシー実践に関する研究

一`患者の権利や利益が脅かされる状況と患者の意思を把握する方法から－

極める】【人を理解し受け止める能力を磨く】の

４つの大カテゴリーから構成されていた。

`患者の意思を把握するには、まず訪問看護師は専

門的能力を駆使して《痙痛を緩和し安心感を高め

る》《良い人間関係を作る》ことによって【患

者と信頼関係を築く】ことを行っていた。それと

ともに、《患者とじっくり向き合う》《患者と密

に関わる》《患者と長く関わる》《患者を理解し

ている人に聞く》《患者の全体像を捉える》こと

によって【患者理解を深める】ことを行っていた。

そして患者理解を深めつつ、《状況の変化時に患

者の意思を確認する》ことが重要であり、《患者

と家族、双方の反応から患者の意思を確認する》

《患者本人から直接本音を聞く》《患者の表情や

言動から意思を見極める》という技を駆使して

【患者の真意を見極める】ことを行っていた。さ

らに、患者の意思を汲み取るためには、《患者の

思いを察知するトレーニング》《人生経験を積ん

で人を見る目を養う》など、訪問看護師は【人を

ざるを得ない患者、家族の状況や一人暮らしでは

在宅療養生活を継続することが嗣難な状況、往診

医が一人であるため緊急時に対応できるとは限ら

ないという状況が語られていた。

【訪問看護師の不確かな能力や資質】は《訪問

看護師の不的確な判断能力や医師への伝達能力》

《訪問看護師の在宅ケア、緩和ケアへの理解不足》

《重症者の日常生活援助に対応できない訪問看護

師》であり、訪問先での観察能力や判断能力、医

師への報告が不十分な訪問看護師がいることや患

者のペースでなく自分のペースで関わろうとする

訪問看護師や人工呼吸器が装着されるとそれまで

毎日行っていた清潔ケアの回数を減らしてしまう

訪問看護師がいることが語られていた。

３．訪問看護師が患者の意思を把握する方法

ターミナル期にある在宅高齢`患者の意思を把握

する方法は表５に示すように、【患者と信頼関係

を築く】【患者理解を深める】【患者の真意を見

表５訪問看護師が患者の医師を把握する方法

－１０３－

小カテゴリー(要約） 中カテゴリー 大カテゴリー

癌痛コントロールがうまくいき信頼関係ができた

痙痛のある時のタッチングやマッサージで信頼関係が芽生えた

患者と人間関係を築き､信頼関係を作る

瘻痛を緩和し安心感を高めろ

良い人間関係を作る

患者と信頼関係を築く

一日の中の－時間半とか二時間を患者とじっくり過ごす

特に処置がたいので患者と話をして過ごす

－人の患者にじっくり向き今う

患者とじっくり腰を据えて話を聞く

訪問回数を増やし密に関わる

訪問時間は患者に気持ちを集中する

患者家族と訪問看護師が密に連絡を取る

頻回に観察して判断する

長く患者と関わることで患者を把握する

1ヶ月あれば患者を理解できる

長く関わることで患者理解を深める

前もって長い期間かかかわり患者理解を深めておく

患者の意`恩が把握しやすい時期から早めにかかわる

本人から聞けない状態であれば､家族から患者の大切にしてきたことを聞く

家族の中で患者の意思を把握している人を見出し､話をlllilく

常についている介護者から情報を得る

今までのあり方をしっかりと認めて､思いを全部受け｣Ｌｙ１ががら関ｵﾉっていく

病気だけでだく日常の動きを見て全体像を描く

－人の人間として関わる

患者の人生や生活に目を向ける

患者のこれまで大切にしてきたことを理解する

患者とじっくり向き合う

患者と癖に関わる

患者と長く関わる

患者を理解していZ,人にllllく

患者の全体像を捉える

患者理解を深める

流れの変化時には患者の意思を確認する

状態の変化時に患者本人の意思を確認する

入院について直接本人の意思を確認する

患者の今までの言動から､その方向に不審を抱いた時は､家族患者に何度も確認しながら進める

患者の思いを家族につげ家族で話し合う場を設ける

患者と家族双方の目を見ながら反応をうかがいながら話す

家族のいない時に患者と話す

薬について直接本人の意思を確認する

娘に聞いた情報を患者に確認する

文字盤を使って患者の意思を読み取る

患者の表情や言葉からこちらが推測した意思を確認する

患者の表情や行動をみて､訴えたいことを推測して聞く

表情や身体状況を見て推測して捉える

Ⅱ項の生活とか､表情とか､言動とか細かいところを､汲み取っていく

状況の変化時に患者の意思を確認する

患者と家族､双方の反応から患脅の意思を確認する

患者本人から直接本背を聞く

患者の表情や行11ﾘ｣から蔵IIL｣しを見極め塚）

患者の真意を見極める

言葉の裏にあるものを察知する力が必要

感性を日与のトレーニングで磨く

人生経験をつんで患者理解の感度を磨く

能力を磨くには家庭や育児も大切

患者の忠いを察知するﾄレーニング

人生経験を欄んで人を兇るＩｌと養う

人を理解し受け止める能力を磨く
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理解し受け止める能力を磨く】ことを行っていた。 ス体制に対して働きかけている。また、働きかけ

るには惑者の意思が把握できていることが前提で

あり、訪問看護師は患者と信頼関係を作り、,患者

理解を深め、`患者の真意を見極めるいという専門

的技術を１１]いて,患者の意思を把握し働きかけの方

針を決定し、訪問看護師としての専門的知識や技

術を用いて家族や医師に対して働きかけている。

さらに訪問看護師の不確かな能力や姿勢は患者の

権利や利益を脅かすだけでなく、看護アドボカシー

実践そのものにも影響をおよぼすものであり、訪

問看護師は患者の真意を把握するために人を理解

し受け止める能力や訪問看護師としての能力や資

４．在宅高齢者ターミナルケアにおける看護アド

ボカシー実践へ向けての訪問看護師の活動

患者の権利や利益を脅かしている状況と訪問看

護師が患者の意思を把握する方法から、ターミナ

ル期にある在宅高齢者へのケアにおける看護アド

ボカシー実践に向けての訪問看護師の活動を図ｌ

に示した。訪問看護師は、ALi者の権利や利益を脅

かしている症状悪化や痙痛などの身体的苦痛、家

族の介護力や揺れ動く気持ち、医師との関係や在

宅ホスピス体制、訪問看護師の能力や資質という

状況を把握し、,患者の意思や意,IiL(決定が尊重され

た生活の実現に向けて、家族や医師、在宅ホスピ

質を高める努力を重ねている。

患者の意思、意思決定が尊重された生活

￣

闇
討闇
闇

訪問看護師の専門的能力

専門的知識や技術自己研鑛

患者の真意の把握○
人
を
理
解
し
受
け
止
め
る
能
力
を
磨
く

○
訪
問
看
護
師
と
し
て
の
能
力
や
資
質
を
磨
く

【患者の真意を見極める】

《状況の変化時に患者の意思を確認する》

《患者と家族､双方の反応から患者の意思を確認する》

《患者本人から直接本音を聞く》

《患者の表情や行動から意思を見極める》

、
／

］》。

、
元

］
［
レ
ト

=Ｃ
【患者理解を深める】

《患者とじっくり向き合う》

《患者と密に関わる》

《患者と長く関わる》

《患者を理解している人に聞く》

《患者の全体像を捉える》

在
宅
ホ
ス
ピ
ス
体
制

=ひ
【患者と信頼関係を築く】

《痙痛を緩和し安心感を高める》

《良い間関係を作る》

=ひ

【訪問看護師の不確かな能力や資質】【患者の真意が掴みにくい状況】

【在宅での生活維持を脅かす症状の進行】【家族の状況に影響される患者の意思】

【病状進行に伴う身体的苦痛】【医師に思いを伝えられない患者や家族】

【介護者の不確かな介護力】【患者の今後に関心が薄い医療従事者】

【介護者の揺れ動く気持ち】【不十分なホスピス体制】

患者の権利や利益を脅かす状況

図１在宅高齢者ターミナルケアにおける看護アドボカシー実践へ向けての訪問看護師の活動
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在宅高齢者ターミナルケアにおける看護アドポカシー実践に関する研究

一患者の権利や利益が脅かされる状況と患者の意思を把握する方法から－

Ⅳ、考察 の状態悪化や身体的苦痛の出現に伴い、在宅で看

ることの決意が揺らいでいる状況があった。石井

ら91は家族が在宅介護に限界を感じる理由として、

介護者の体調不良、‘患者の容態の悪化、介護者が

自分のことができない、介護を代わってくれる人

がいない、家事などに手が回らない、障害の程度

が重く負担が大きいことを報告し、木下'０１は患者

が最期まで自宅で過ごせるかどうかは、介護者に

介護不安がないことや介護者に援助者がいること

が影響していると報告している。これらの報告か

らも、家族の和を大切に考え、患者の意思決定が

家族の意思に左右されがちな日本において、患者

と家族の双方が納得できるような意思決定へ向け

て支援していくためには家族の介護生活を支える

必要があり、そのためには,患者の症状のコントロー

ルや介護方法の指導、家族と在宅ケアチームとの

連携の充実など､｣５１、患者の苦痛を取り除き安定

した状態に保っておくことや家族の身体的･精神

的な介護負担を軽減していくことが必要と考えら

れた．

【在宅での生活維持を脅かす病状の進行】【病

状進行に伴う身体的苦痛】【医師に思いを伝えら

れない患者や家族】【患者の今後に関心が薄い医

療従事者】からは、医師に対して働きかけていく

ことが必要であると考えられた。

患者や家族には退院し在宅療養を始めるかどう

か、麻薬などの服薬開始について、状態悪化時の

医療処置や入院措置について、最期の看取りの場

など、さまざまな場面で意思決定が求められる'6）

が、ターミナル期という生命が関わる状況では患

者や家族の気持ちは常に揺らいでおり、意思決定

は容易にできるものではない。それゆえ、患者や

家族と医師との対等な関係性に基づいたインフォー

ムド．コンセントが欠かせないにも関わらず、中

には自分の専門性によって方針を決定している医

師がいることや患者の今後に関心がないためか、

在宅療養体制を整えないままに退院させてしまう

医師がいること、また,患者や家族も医師に遠慮し

て言いたいことや聞きたいことが言えない状況に

１．患者の権利や利益を脅かす状況への働きかけ

の重要性

ターミナル期に在宅療養を選ぶ患者の多くは、

最期まであるいは出来るだけ長く、これまで自分

が住み`慣れた環境で自分にとって大切な人たちの

近くでこれまで通り自分らしく生活したいという

思いで在宅療養を選択した人たちであり、思いの

根底には自分自身の意思決定を基盤とする自律し

た生活への強い希望があると考えられる。したがっ

て、‘患者の意思を把握しさまざまなケアを通して

`患者の権利を守り、意思決定への支援や意思決定

したことが実現できるよう働きかけていくことは

在宅看護の基本的姿勢であると同時に、看護アド

ポカシーの実践とも言えるだろう。

今回の調査から、ターミナル期にある在宅高齢

者の権利や利益は【在宅での生活維持を脅かす病

状の進行】【病状進行に伴う身体的苦痛】【介護

者の不確かな介護力】【介護者の揺れ動く気持ち】

【患者の真意が掴みにくい状況】【家族の状況に

影響される患者の意思】【医師に思いを伝えられ

ない患者や家族】【患者の今後に関心が薄い医療

従事者】【不十分な在宅ホスピス体制】【訪問看

護師の不確かな能力や資質】によって脅かされて

いることが明らかとなった。訪問看護師は患者の

権利擁護者として、これらの状況から患者を擁護

し、‘患者の意思決定の支援や意思決定したことが

継続されるよう働きかけていくことが必要である。

【在宅での生活維持を脅かす病状の進行】【病

状進行に伴う身体的苦痛】【介護者の不確かな介

護力】【介護者の揺れ動く気持ち】【家族の状況

に影響される患者の意思】からは、家族に対して

働きかけていくことが必要と考えられた。

家族は、《状態悪化に伴う介護者への介護負担の

増加》《介護力の不足》《介護を最優先できない

家庭の事情》《状態悪化に伴う家族の気持ちの揺

れ》など、自分たちの社会生活を営みながら介護

生活を送っている状況に負担を感じており、患者
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あることが述べられており、，患者や家族が意思決

定できるための情報提供が十分には行えていない

ことが考えられた。したがって訪問看護師には患

者、家族と医師の調整役として、，患者や家族の意

思を十分に把握し医師に対して代弁していくこと

や患者や家族への情報提供という役割をとること

が必要と考えられる。

がんのターミナル期では症状の進行にともない、

痙痛や呼吸困難、倦怠感などの身体的苦痛を生じ

ることが多い。痙痛や身体的苦痛は患者の生きる

希望を奪い、価値判断を不確かなものとし、その

人らしさを損なうばかりでなく、家族の不安や恐

怖を高め`患者が希望しない医療処置や入院措置へ

と繋がる恐れもある。よって痛みや症状をコント

ロールすることは人としての尊厳を守り、今まで

通りの環境で今まで通り口から食べ、トイレにも

行き、今まで通りの生活をしたいというその人の

望む日常生活を守り、その人の真意に基づいた意

思決定や家族の意思決定のためには欠かすことの

出来ないことである。1986年にはＷＨＯから「Ｗ

Ｈ○方式がん痙痛治療法」のガイドラインが出さ

れ、正しく実施すればがん性痙痛の90％以上はコ

ントロール出来るようになった'７１。痙痛以外の身

体的苦痛も麻薬と他の薬剤との併用でコントロー

ルしやすくなっている'８１。しかし一般診療施設に

対する麻薬診療施設の割合が年々減少し'7'、麻薬

取り扱いをしてない医師が末期がん患者の在宅診

療をしている状況もある。現在開業している医師

の多くは緩和ケア技術のシステムが存在しなかっ

た時代の医療教育を受けた人たちであり'９１、医師

の癌痛コントロールに対する知識や技術、緩和ケ

アへの理解が急務と言えるだろう。

また、現在の在宅ホスピス体制は十分に整って

いるとは言えないことが示された。症状の悪化が

避けられないターミナル期にある患者が最期まで

自宅で過ごすためには、往診医を持っていること

や訪問看護の頻度が高いこと、２４時間の支援体制

が可能な訪問看護体制'0)など、疫病の出現や急変

に対応できる在宅医療体制は必要不可欠なもので

ある。しかし、往診体制を持つ病院を見つけたと

しても－人の医師で何人もの`患者を診ているため

－人の医師の都合に合わせざるを得ない状況など、

医師の往診体制が不充分な状態で在宅療養生活を

送っている現状が述べられていた。近年は24時間

の窓口機能を持つ在宅療養支援診療所の設置や急

性期病棟、ホスピス・緩和ケア病棟、在宅ケア・

介護福祉サービス施設などの連携による地域にお

ける在宅緩和ケアシステムモデル構築という、在

宅ホスピス体制充実へむけての取り組みが各地で

なされている20'がその一方では、届出をした在宅

療養支援診療所の多くは医師が－人という現状や

24時間対応するためには十分とは言えない訪問看

護ステーションの人員の問題も指摘されている'9)。

在宅ホスピス体制がハード面だけでなくソフト面

でも十分に機能するシステムの構築に向けて働き

掛けていくことが重要だと考えられる。

２．看護アドボカシーに必要とされる訪問看護師

の能力

‘患者の意思決定や意思を支援していくためには、

`患者の意思を正しく把握することが必要である。

`患者の意思を把握した上で行わなければ、それは

単なるパターナリズムによる押し付けとなる危険

性を持っている。しかしターミナル期を在宅で過

ごしている高齢者には《状態悪化に伴う意思表示

の困難》や《認知症による意思表示の困難》《訴

えの少ない患者》という【患者の真意が掴みにく

い状況】や《患者と家族間の意見や思いのずれ》

や《家族の負担を考えての意思決定》という【家

族の状況に影響される患者の意思】があり、在宅

という家族に気兼ねをする療養環境、ターミナル

期の身体的精神的苦痛から来る発語の少なさ、限

定された訪問時間等の悪条件の中で、訪問看護師

は多くの方法を駆使して意思を把握しようとして

いた。

訪問看護師は患者の意思把握にはまず、,患者と

の信頼関係確立が重要であると考え、ターミナル

期にある患者の苦痛等の諸問題に専門職として対
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一,患者の権利や利益が脅かされる状１１兄と患者の意思を把握する方法から－

処し関係確立に努めていると考えられた。例えば、

｢痩痛コントロールがうまくいったからこその・・

信頼関係だったと思うんですけどね」と語ってい

るように、患者を最も苦しませ、医療者との関係

にも影響をおよぼしている痙痛を緩和することに

よって安心感を高め、看護師としての信頼を得て

いた。訪問看護師は、傾聴、タッチング等のコミュ

ニケーション技法を活用し身体的精神的苦痛の緩

和に努め、医療に関わる情報を提供するなど専門

的能力を発揮しその力量を示している。その過程

の中で,患者との信頼関係を築いており、関係確立

には看護師の専門的能力が大きく関わっていた。

同時に患者を理解することが重要と考え、様々な

方法を用いて理解を深めていた。訪問の密度を高

く、時間･頻度も多くすることは患者理解を深め

るための一般的やり方であるが、それだけでなく

対象や状況の特性を踏まえた方法を用いていた。

高齢で意思表示の少ない患者を理解するために、

周囲の人を巻き込みそれらの人々から情報を得、

さらに長い人生経験を持つ,患者の人生観・価値観

や生活にも目を向け、全てを受け止めようとして

いた。「今までのあり方をしっかり認めて、思い

を全部受け止めながら関わっていく」「病気だけ

でなく日常の動きを見て全体像を描く」「－人の

人間として関わる」といった言葉に表されるよう

に《患者の全体像を捉える》ことに力を注いでい

た。川島は人と人とが関わりあうからには、その

すべての事柄について分かり合おうとすることか

ら始まる、と述べている２１１。特に高齢者において

は、その固有の歴史を含めた患者の全てを理解し

ようとする中ではじめて、患者の表情や短い言葉

からその意を汲み取ることができるのではないだ

ろうか。さらに訪問看護師は、在宅という環境の

特性に配慮した方法を用いていた。家族に気兼ね

をし、家族の和を優先する傾向のある在宅`患者に

対して、その真意を把握するために《患者と家族、

双方の反応から意思を確認する》、《患者本人か

ら直接本音を聞く》、《患者の表情や言動から意

思を見極める》等のやり方をしていた。訪問看護

師がターミナル期にある在宅高齢患者の意思を把

握する方法は、互いに人間対人間として関わり－

人の人間として`患者を丸ごと受け止め理解し、状

況・状態に配慮して意思を汲み取るところに特性

があるといえよう。そして患者の真意を把握する

力量を高めるためには《患者の思いを察知するト

レーニング》《人生経験を積んで人を見る目を養

う》といった【人を理解し受け止める能力を磨く

】ことが必要と言えるだろう。

訪問看護師には患者の真意を把握する能力とと

もに、痙痛緩和や症状コントロールに関する知識

や技術など症状マネジメント能力、家族の状況を

アセスメントし介入する能力、医師を始めとした

在宅ケアチームメンバーとの連携やコミュニケー

ション能力が必要と考えられた。

在宅医療という医師が常にいるとは限らない環

境や、診療所医師にもがんの症状コントロールな

どの緩和ケア技術の普及の不十分さが懸念されて

いる現状において、痙痛緩和や症状コントロール

に関する訪問看護師への期待は大きいものである。

訪問看護師は医学的知識を持っているだけでなく、

在宅ケアに関わるどの職種よりも患者の身近に存

在し患者のさまざまな側面を見ることができ、身

体的苦痛、心理的苦痛、社会的苦痛、スピリチュ

アルな苦痛という、痛みをトータルペインとして

捉えることができる職種である。中でも身体的苦

痛の緩和に欠かすことの出来ない鎮痛剤の使用に

関しては、モルヒネに対する誤った知識や不安か

らモルヒネ使用を拒んでいたり221、我慢すること

に慣れてきた高齢者は痛みがあっても我慢してい

ることもある。患者の意思を把握する過程におけ

る、患者と人間対人間として向かい合い、その人

の歴史も含めて丸ごと理解するという関りそのも

のが、‘患者の痛みの背景や鎮痛剤使用を拒否して

いる背景を知ることにも繋がるであろう。そして、

訪問看護師は症状マネジメントに不安を持ってい

ることや、緩和ケア、特にＷＨＯ方式がん痙痛治

療法に関する知識の普及があまり広がっていない

ことが懸念されているが231、予備力が乏しく恩わ
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ぬ合併症や二次的障害、急変を起こすかもしれな

いターミナル期にある高齢`患者を、十分なデータ

や医療モニター機器がない家庭で一人で観察、判

断し必要な援助ができるよう、自分の五感を最大

限に活かした的確なフイジカルアセスメント能力

がZ､要である。さらに疫病緩和に関する知識を持

ち、必要時は薬剤使用に関する意見を医師や薬剤

師に対しても述べられるような力量をつけ、症状

マネジメントを行っていくことが必要と考えられ

る。

家族について川越は、家族もこれまでの`患者と

の歴史を振り返りながら患者と同じように痛みを

背負って苦しんでいる、と述べている2ｲ'。`患者の

症状のコントロールや介護方法の指導、家族と在

宅ケアチームとの連携の充実などUl5)、在宅ター

ミナルケアにおける家族への支援の重要性はこれ

までにも言われているが、家族は介護者であると

同時にケアを受ける人であること２４)を忘れてはな

らないだろう。主たる介護者もそれ以外の家族メ

ンバーも、患者の状態によって気持ちが揺れ動き

ながらも皆それぞれの立場でそれまでの家族の歴

史によって作られた価値観や考え方を持ち介護生

活や介護生活への協力をしている。訪問看護師は

患者や家族が自分たちの思いや人生観、価値観に

合致した意思決定が下せるように援助していくこ

とが必要であり、そのためには自分の思い描く家

族像にとらわれず,患者の意思を把握する方法と同

様に、家族とも人間対人間として関り、それぞれ

の思いに添いながら,患者を含めた家族全体のあり

ようを受け入れる力量を持ち、それぞれの家族メ

ンバーが自分の役目を果たすことができるよう調

整していくことが必要だろう。

症状マネジメントや家族への介入に欠かすこと

ができないのが医師を始めとした在宅ケアチーム

メンバーとの連携である。介護保険の導入に伴い

医療機関以外の職種も在宅ケアに関わるようにな

り、それぞれの専門性による対等な立場からのコ

ミュニケーション能力が求められる。しかし医師

の中には長年の医師主導型の医学・看護教育だっ

たことの影響からか、看護師を医師の従属的役割

にとらえている医師もまだ多い。看護師自身も医

師との関係にジレンマを抱えており、岡谷はこの

ことは患者にとってより良い問題解決法を見出す

という専門職としての力量が育っておらず、看護

職者が患者を擁護する立場に立っていないと指摘

している251．看護師は医療従事者の一員でもある

ことから、看護師が患者のアドポケイトになるこ

とへの難しさも言われている26)が、看護師の専門

職としての第一義的責任は看護を必要としている

患者に対してあるいということを十分に認識し、

自らの能力を高め、医師や他のチームメンバーと

も日頃から蜜に連絡を取り合い、`患者の擁護者と

しての立場から意見を述べながら相互理解に努め

ていくことが必要だろう。

Ｖ・研究の限界と今後の課題

今回は認知症を持つ患者の意思をどのように汲

み取っているかという点については語られていな

かった。高齢化社会にともなって今後益々認知症

を持つ高齢者は増加していくと考えられ、訪問看

護師たちが認知症を持つ患者の意思をどのように

汲み取りその意思を代弁、実現しているのか、今

後明らかにしていくことが必要だろう。

また、Ａ県という限られた地域における調査で

ある。家庭環境や在宅介護の状況、在宅ホスピス

体制は地域格差が大きいと考えられ、今回得られ

た結果を一般化することは出来ない。今後は地域

差を考慮した広い地域での調査が必要である。

さらに本研究は、訪問看護師それぞれが考える看

護アドポカシー実践の体験から語られた内容から

導き出された結果である。看護アドポカシーの実

践が看護者のパターナリズムとならないためにも、

今後は`患者や家族の立場に立ち看護アドポカシー

実践の実態について明らかにしていきたい。
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エドモントンと宮城県の比較から－、緩和ケア、１６(6)、４８８－
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21）111島孝一郎：「意思決定は何か」から考える、訪問看護と

介護、８(4)、ｐ300-305,2003.

22）萬芥歴美子：患者や家族の医療用麻薬に対する不安、ター

ミナルケア、1４(6)、487-491,2004.

ターミナル期にある在宅高齢者の権利や利益は

【在宅での生活維持を脅かす病状の進行】【病状

進行に伴う身体的苦痛】【介護者の不確かな介護

力】【介護者の揺れ動く気持ち】【患者の真意が

掴みにくい状況】【家族の状況に影響される患者

の意思】【医師に思いを伝えられない患者や家族】

【患者の今後に関心が薄い医療従事者】【不十分

な在宅ホスピス体制】【訪問看護師の不確かな能

力や資質】という状況によって脅かされていた。

また、訪問看護師は【患者と信頼関係を築く】

【患者の理解を深める】【患者の真意を見極める】

【人を理解し受け｣止める能力を磨く】という方法

を用いて患者の意思を把握していた。以上のこと

から、在宅高齢者ターミナルケアにおける看護ア

ドポカシー実践には患者と人間対人間として関わ

り,患者を丸ごと捉えて患者の真意を理解するとと

もに、症状マネジメント能力や１寒痛緩和に関する

知識や技術、家族アセスメント能力、医師や他職

種とのコミュニケーション能力を用いて家族や医

師、在宅ホスピス体制に対して働きかけていくこ

との必要性が示唆された。
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